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市の職員の給与・人事の状況を公表市の職員の給与・人事の状況を公表 　「清瀬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」
に基づき、市職員の給与や人事の運営状況を公表します。
 問未来創造課人材育成係☎042-497-1843

人件費の状況（令和6年度普通会計決算）
住民基本台帳人口

（令和7年1月1日現在） 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率
（Ｂ/Ａ）

75,011人 37,092,820千円 1,277,575千円 4,886,926千円 13.2%
※人件費には、特別職に支給される給与・報酬などを含みます。

１

職員給与費の状況（令和6年度普通会計決算）
職員数 
（Ａ）

給与費 （Ｂ） 1人あたり給
与費（Ｂ/Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当 計

376人
（21） 1,449,563千円 461,999千円 716,726千円 2,628,288千円 6,990千円

※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。（　）内は、
再任用短時間勤務職員です。給与費は、再任用短時間勤務職員を含んだ数値です。１人あたり
の給与費の数値は、上記Ｂを再任用短時間勤務職員を含まない人数で除したものです。

２

職員の平均給料（給与）月額、平均年齢の状況（令和7年4月1日現在）
区分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
清瀬市 329,501円 439,574円 41.3歳 328,685円 406,382円 56.8歳

国 332,237円 414,480円 41.9歳 294,567円 337,907円 51.3歳
※給与とは給料に諸手当を含めた額です（期末・勤勉手当は含まれていません）。国の平均給
与月額には、通勤手当・時間外勤務手当などの手当が含まれていません。

３

職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）
区分 清瀬市 東京都 国

一般行政職 大学卒 225,500円 225,500円 総合職   230,000円
一般職   220,000円

高校卒 188,000円 188,000円 188,000円

４

職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和7年4月1日現在）
区分 経験年数10～14年 経験年数15～19年 経験年数20～24年

一般行政職 大学卒 304,980円 345,294円 367,809円
高校卒 ―― ―― ――

５

一般行政職の級別職員の状況（令和7年4月1日現在）
区分 5級 4級 3級 2級 1級 計標準的な職務内容 部長 課長 係長 主任 主事

職員数 10人 31人 76人 104人 83人 304人
構成比 3.3% 10.2% 25.0% 34.2% 27.3% 100.0%

※清瀬市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。標準的な職務内容とは、それ
ぞれの級に該当する代表的な職務です。

6

※期末勤勉手当の（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。普通退職とは自己都合などに
よる退職。定年等退職とは定年、勧奨などによる退職。令和6年度に退職した職員１人あたり
平均支給額・勤続年数は、普通退職3,416千円（10.3年）、定年等退職22,786千円（35.6年）でした。

区分 清瀬市 国
期末
手当

勤勉
手当

 （ 単位：月分） （単位：月分） 
　　 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
６月期 1.25（0.7） 1.175（0.575） ６月期 1.25（0.7） 1.05（0.5）
12月期 1.25（0.7） 1.175（0.575） 12月期 1.275（0.725）1.075（0.525）

　　計　　 2.5(1.4） 2.35（1.15） 計 2.525（1.425）2.125（1.025）

退職
手当

（支給率） 普通退職 定年等退職 （支給率） 普通退職 定年等退職
勤続20年 23.00 23.00 勤続20年 19.6695 24.586875
勤続25年 30.50 30.50 勤続25年 28.0395  33.27075
勤続35年 43.00 43.00 勤続35年 39.7575 47.709

最高限度額 43.00 43.00 最高限度額 47.709 47.709
その他加算措置：定年前早期退職特例措置

（２～20％加算）
その他加算措置：定年前早期退職特例

措置（3～45％加算）

職員手当の状況（令和7年4月1日現在）7
手当名 区分 清瀬市 国

扶養手当
配偶者 3,000円 3,000円
父母等 6,000円 6,500円

子 11,500円 11,500円
特定期間の加算 4,000円 5,000円

通勤手当
交通機関利用者（電車・バス）運賃相当額上限150,000円 運賃相当額上限150,000円

交通用具利用者 
（自家用車など）

通勤距離（２㌔以上）に応じ
て６か月分を一括支給

通勤距離（２㌔以上）に応じ
て1か月ごとに支給

住居手当
自己所有住宅 ―― ――

賃貸住宅 15,000円（35歳未満の世
帯主の職員のみ支給）

28,000円
支給限度額

地
域
手
当

支給対象地域 市内全域
支給率 16.0%

支給対象職員数 449人
国の制度（支給率） 地域区分により

0～20％
支給対象1人あたり平均支
給年額（令和6年度決算） 603,678円

時
間
外
勤
務
手
当

令和
6年度

支給総額 130,257千円
職員1人あた
りの支給年額 290千円

令和
5年度

支給総額 122,110千円
職員1人あた
りの支給年額 254千円

職員の分限及び懲戒処分の状況（令和6年度）４
区分 分限処分 懲戒処分

処分件数 降任 免職 休職 降給 戒告 減給 停職 免職
０ ０ 48 ０ 0 0 2 0

職員の服務の状況（令和6年度）５
区分 違反者数

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 3
信用失墜行為の禁止 0

秘密を守る義務 ０ 

区分 違反者数
職務に専念する義務 0
政治的行為の制限 ０ 
争議行為等の禁止 ０ 

営利企業等の従事制限 ０ 

職員の休業の状況（令和6年度）８

区分 育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児短時間勤
務取得者数 合計

男性職員 9 3 0 12
女性職員 10 33 1 44

合計 19 36 1 56

区分 取得者数 合計
修学部分休業 0 0 

自己啓発等休業 0 0 
配偶者同行休業 0 0

育児休業等の取得状況

（３）公平委員会に係る業務に関すること（令和6年度）

職員の福祉及び利益の保護の状況7
（1）職員の福利厚生制度

区分 事業内容
市町村職員
共済組合

短期給付事業（医療関係）及び長期給付事業 （年金関係）、福祉事業 （人間ドッ
クなど）を行っています。民間事業者での健康保険及び厚生年金等の社会保
険制度にあたります。

清瀬市職員
共済会

共済組合で行っている各種事業を補完するものとして、また職員の福祉を
増進するために福利厚生事業などを行っています。

（２）公務災害補償の
状況（令和6年度）

区分 傷病 死亡
公務災害 1 0 
通勤災害 3 0 

区分 前年度から
の継続案件

令和6年度
要求事案数

完結
件数

翌年度継
続件数

勤務条件に関する措置の要求の状況 0 0 0 0
不利益処分に関する審査請求状況 0 1 0 1

苦情処理の状況 0 1 1 0

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３

休暇などの種類
年次有給休暇、病気休暇、母子保健健診休暇、結婚休暇、出産介護休暇、妊婦通勤時間、
子の看護等休暇、永年勤続休暇、ボランティア休暇、公民権の行使、骨髄移植休暇、育
児の時間、生理休暇、産前産後の休養、忌引、夏季休暇、組合休暇、介護休暇、介護時
間、短期の介護休暇、妊娠症状対応休暇、育児参加休暇、育児休業、部分休業、子育て
部分休暇、修学部分休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、出生サポート休暇

職員の勤務時間：職員の標準的な勤務時間は、午前8時30分～午後5時15分の1日7時間45分、
週38時間45分としています。

職員の競争試験及び選考の状況２
採用試験の状況（令和6年度実施）

職種 応募者数 最終合格者数
一般事務 359 14
一般事務(土木) 6 1
一般事務(建築) 5 1

昇任試験の状況（令和6年度実績）※
区分 受験者数 合格者数

管理職 10 5
係長職 － 16
主任職 60 14

※係長職については選考。

職員の任免及び職員数に関する状況１
区分 職員数

（令和6年４月１日現在）
採用数 退職数 職員数

（令和7年4月1日現在） 対前年計 計
職員数 434（21） 16（6） 37（7） 413(20） ▲21（▲1）
※（　）内は、再任用短時間勤務職員です。

職員の研修及び勤務成績の評価の状況６
（１）職員の研修の状況（令和6年度）

（2）勤務成績の評価の状況（令和6年度）

区分 内容
基準日／評定期間 1月1日／1月1日～12月31日

評定項目
【管理職】仕事の成果、知識、企画力、折衝・応対力、理解・判断力、
指導力、積極性、協調性、責任感　【管理職以外の職員】仕事の成果、
職務遂行力、組織運営力、組織支援力、取組姿勢

評定結果 【管理職・管理職以外の職員共通】昇給及び勤勉手当

区分 研修内容等 受講者数
東京都市
町村職員
研修所

職層別研修 基礎部門研修、能力向上研修 105
その他研修 法務研修、情報処理研修、専門職研修、実務研修、特

別研修、スポット研修 60
国・東京都関係研修 実施機関：東京都福祉局、東京都総務局、東京消防庁 4

民間等派遣研修
実施機関：一般社団法人日本経営協会、一般財団法人資
産評価システム研究センター、公益財団法人東京都福祉
保健財団、一般社団法人日本秘書協会、一般社団法人労
働技能講習協会

68

ブロック合同研修 政策形成研修 4

内部研修
新任職員研修、接遇研修、男女共同参画研修、ＤＶ研修、
安全衛生研修、普通救命講習会、ＰＣ研修、管理職向け
メンタルヘルス研修

1,019

　職員の業務成績、業務能力及び業務態度などについて、客観的かつ継続的に把握することに
より、職務に対する意欲の向上を図るとともに、能力開発、指導育成及び昇任選考などに反映
し、公正な人事管理を行うことを目的として業績評価を行っています。評定対象は全職員です。

特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在）8
区分 月額 期末手当

給
料

市長 963千円 ６月期     2.425月分
副市長 829千円 12月期   2.425月分
教育長 761千円 　計     　4.85月分  

区分 月額 期末手当

報
酬

議長 570千円 ６月期     2.425月分
副議長 525千円 12月期  2.425月分
議員 500千円 　 計        4.85月分

インフルエンザ・新型コロナウイルスインフルエンザ・新型コロナウイルス
＆＆ノロウイルスノロウイルスの感染防止に努めましょうの感染防止に努めましょう

 問健康推進課成人保健係☎ 042-497-2076

次亜塩素酸ナトリウム希釈液の作り方
●嘔吐物、糞便の処理
　約 0.1％濃度の希釈液を使用

●ドアノブ、便座などの消毒
　約 0.02％濃度の希釈液を使用

塩素系漂白剤 10ml
( ペットボトル
キャップ 2杯 )

＋
水 2㍑

＋
水 2㍑ 塩素系漂白剤 40ml

( ペットボトル
キャップ 8杯 )

①手洗いと手指消毒をしっかりと行う
　親指・指先・手のしわを意識する。
　トイレのあと・調理前・食前には必ずせっけんで手洗いをしま
しょう。
②加熱処理でウイルスを殺菌する
　中心温度が 85～ 90度以上で 90秒間以上加熱する。
　二枚貝の生食を控え、加熱処理も中心部まで行いましょう。
　調理器具の消毒も忘れずに行いましょう。
③嘔吐物などは、以下の手順ですばやく処理する
（１）ペーパータオルなどで静かに拭き取る。
（２）ビニール袋に消毒液（次亜塩素酸ナトリウム希釈液）を入れ、　
　　  速やかに密封する。
（３）消毒液に浸した布やペーパータオルなどで床を消毒する。
④もし、感染が疑われたら・・・
　水分補給で脱水症状を予防しましょう。
　ウイルスの排泄を妨げる下痢止めは安易に使用せず、早めに医
療機関を受診しましょう。

ノロウイルスノロウイルス予防のポイント予防のポイント

光回線をアナログ回線に
戻すよう勧める電話勧誘
にご注意ください‼

【事例】「使用していない光回線
をそのままにしておくと他の光
回線利用者に電波障害が及んで
しまう。今すぐアナログ回線に
戻すように」と電話がかかって
きた。電波障害という言葉に冷
静さを失い、電話の相手が誰な
のかも確認しないまま相手の誘
導に従った。手続き完了後、こ
れまでのサポート料として５万
円を請求すると言われ、この時
初めて有料の契約に申し込んだ
ことを知った。後日届いた契約
書には、サポート契約の他に複
数の不明なオプション契約の記
載があり、総額10万円の契約
をしたことになっていた。不審
に思い、電波障害の真偽を大手
通信会社に確認したところ事実
ではないと分かり、相手の説明
を確かめもせず鵜呑みにしたこ
とを後悔した。既にクーリング
・オフ期間は過ぎているが、支
払わないといけないのか。
【アドバイス】光回線の契約を
している消費者に対して、事例
のように虚偽の説明で困惑さ
せ、アナログ回線に戻せば料金
が安くなるなどと勧誘しサポー
ト料金やオプションサービスの
料金を請求するいわゆる「アナ

ログ戻し」のトラブルが発生し
ています。事例では消費生活セ
ンターが事業者に対し、申し込
みの意思確認を行わない一方的
なサービス提供は契約が成立し
ていない可能性があること、仮
に契約が成立していた場合で
も、勧誘の際の虚偽を消費者が
誤認して契約した場合は契約を
取り消すことができること、更
に契約書の記載不備によりクー
リング・オフが可能なことを主
張し交渉したところ、契約が解
除されました。光回線をアナロ
グ回線に移行する手続きは第三
者によるサポートは必要なく、
消費者自身で行うことができま
す。アナログ戻しの勧誘を受け
た際は相手方の事業者名や契約
内容を確認し、必要ないと思っ
たらきっぱり断りましょう。お
困りの際は、消費生活センター
までご相談ください。
 問消費生活センター
☎042-495-6212（相談専用）
※つながらない場合は
☎042-495-6211

費生活相談の
現場から

消

　この度、「（福）信愛報恩会デイサ
ービスセンターみどりの樹」が、令
和7年度介護職員の働きやすい職場
環境づくり厚生労働大臣表彰奨励賞
を受賞し、同施設の北川施設長、國
田管理者らの表敬訪問を市長が受け
ました。本賞は、厚生労働省がとり
まとめた「介護職員の働く環境改善
に向けた政策パッケージ」に基づき、
職員の待遇改善、人材育成及び介護
現場の生産性向上への取り組みの優れた介護事業者が表彰をされる
ものです。おめでとうございます。
 問介護保険課管理係☎042-497-2079

市長が「社会福祉法人信愛報恩会デイサービスセンター
みどりの樹」職員の表敬訪問を受けました

左から(福)信愛報恩会宮田理事、 (福)信
愛報恩会デイサービスセンターみどり
の樹國田管理者、澁谷市長、(福)信愛
報恩会デイサービスセンターみどりの
樹北川施設長、石尾法人本部事務局長

東京都
インフルエンザ
情報サイト

インフルエンザ・新型コロナウイルスインフルエンザ・新型コロナウイルス予防のポイント予防のポイント
①十分な休養とバランスのよい食事
　日ごろから休養を十分にとり、バランスのよい食事
を心がけましょう。
②人ごみを避ける
③室温・湿度のコントロール・定期的な換気
　適切な室温の目安は 20～ 25度、湿度の目安は
50～ 60㌫です。これに加えて、外気を十分に取り入れて定期
的に換気を行いましょう。
④手洗いをしっかり行う
　流水・石けんによる手洗いでウイルスを洗い流しましょう。
⑤予防接種のすすめ
　100㌫感染しないわけではありませんが、感染しても重症化を
防ぐ効果があると報告されています。
※ 65歳以上の方のインフルエンザと新型コロナウイルス感染症
　の予防接種についてのご案内は、市報 10月 1日号をご覧くだ
　さい。
⑥「咳エチケット」を心がけ、他の人にうつさない
　正しくマスクやティッシュを使用し、口と鼻を覆い、周囲の人
への十分な配慮を行いましょう。鼻をかんだティッシュはすぐに
捨て、くしゃみの際には他の人から顔をそらしましょう。

電気ストーブを安全に使いましょう
　季節も移り変わり朝晩が寒く
なり、眠っていた電気ストーブ
を出す準備をはじめているそこ
のあなた！製品にホコリがたま
っていると、発火して火災に繋
がることがあります。眠ってい
た電気ストーブは使用前に掃除

をしましょう。また、
電気ストーブで洗濯
物を乾かそうとして
火災に至るケースも
あることから、洗濯物の部屋干
しには十分注意してください。
 問清瀬消防署☎042-491-0119


